
令和４年度 第１回宍粟市子ども・子育て会議 次第 

  
日 時：令和４年８月２３日（火） 

                          午後１時３０分～ 
場 所：宍粟市役所本庁３階 庁議室 

 

１．開 会 

 

２．委員委嘱 

 

３．会長あいさつ 

 

４．会議内容・委員の紹介 【資料１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.１ 

 

５．協議事項 

第２期「宍粟市子ども・子育て支援事業計画」における 

（１）令和３年度実績報告について【資料２】・・・・・・・・・・・・・・・ P.５ 

（２）令和４年度進捗状況について【資料３】・・・・・・・・・・・・・・・ P.９ 

（３）中間見直しについて【資料４】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13 

 

６．報告事項 

（１）宍粟市地域福祉計画推進会議委員の推薦について 
                      

（２）ワクチン接種状況について 
                      

（３）児童福祉法の一部改正について【資料５】・・・・・・・・・・・・・・ P.19 
                      

（４）「子育てガイドブック」について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別冊 
                                           

（５）認定こども園の整備状況について 
                      

（６）今後のスケジュールについて 

 

７．閉 会  山本副会長 



宍粟市子ども・子育て会議委員名簿          

                                 令和４年８月23日現在  

区 分 氏 名 所 属 等 

子どもの保護者 

 

安井
やす い

 一
かず

孝
たか

（新） 
認可保育所・認定こども園保護者代表 

（くりのみ保育園保護者代表） 

片山
かたやま

 智
ち

加子
か こ

（新） 
公立幼稚園・保育所・こども園保護者代表 

（戸原こども園PTA会長） 

森本
もりもと

 宗和
むねかず

（新） 宍粟市連合PTA代表（一宮南中PTA会長） 

子ども・子育て支援に関する 

事業に従事する者 

 

山田
やま だ

 彰代
あき よ

（新） 
兵庫県保育協会宍粟支部（認定こども園代表含む） 

（段ちびっこえん長） 

船曵
ふなびき

 由紀
ゆ き

（新） 
宍粟市立幼稚園・保育所・認定こども園代表
（戸原こども園長） 

田中
たな か

 市郎
いちろう

（新） 学童保育所長代表（一宮北学童保育所長） 

立
たて

道
みち

 勝代
かつ よ

 子育て支援センター代表（波賀子育て支援専門員） 

子ども・子育て支援に関し 

学識経験のある者 

新庄
しんしょう

 康史
こう し

（会長） 小学校長経験者 

山本
やまもと

 千津子
ち づ こ

（副会長） 幼稚園長経験者 

谷林
たにばやし

 由美
ゆ み

 
宍粟市民生委員児童委員協議会連合会 

主任児童委員代表 

公募委員 

中林
なかばやし

 久美子
く み こ

  

藤原
ふじわら

 いずみ  

※ 継続委員の委嘱期間 ： 令和３年11月11日 ～ 令和５年11月10日 

※ 新委員の委嘱期間  ： 令和４年 ８月23日 ～ 令和５年11月10日 

 

事 務 局 

健康福祉部 部長 橋本 徹 健康福祉部 保健福祉課 課長 平尾 真弓 

健康福祉部 次長 三木 義彦 
健康福祉部 保健福祉課 副課長兼 

子育て世代包括支援センター室長  
伊野 隆之 

健康福祉部 次長兼 社会福祉課 課長 安井 洋子 教育部 こども未来課 課長 岩蕗 貴裕 

健康福祉部 社会福祉課 副課長兼係長 西嶋 知栄 教育部 こども未来課 副課長 岡内 由里 

健康福祉部 社会福祉課 主事 清水 康太   
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○宍粟市子ども・子育て会議条例 

平成 25年９月 13日条例第 27号 

宍粟市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「法」という。）第 77条第１項の規

定に基づき、宍粟市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べること。 

(３) 子ども・子育て支援事業計画（法第 61条第１項に規定する計画をいう。）の策定又は変更

に関し意見を述べること。 

(４) 本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員 15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されて

いない場合は、市長が招集する。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

 

 

資料１ 
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（関係者の出席等） 

第７条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若

しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17年宍粟市

条例第 45号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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8
3
人

2
,9

6
2
人

2
,9

6
2
人

△
 4

,0
2
1
人

さ
つ

き
ラ

ン
ド

山
崎

　
1
1
9
1
人

（
実

人
数

　
9
人

）
さ

つ
き

ラ
ン

ド
河

東
　

1
7
7
1
人

（
実

人
数

　
1
0
人

）

⑧
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

在
園

児
以

外
）
　

【
こ

ど
も

未
来

課
】

1
,2

6
3
人

5
2
4
人

5
2
4
人

△
 7

3
9
人

認
可

保
育

所
４

所
・
こ

ど
も

園
５

園
実

利
用

人
員

3
9
人

/
延

べ
5
2
4
人

・
日

⑨
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
　

  
  
  
　

【
社

会
福

祉
課

】
4
5
4
人

1
5
8
人

1
6
5
人

△
 2

9
6
人

利
用

登
録

者
：
6
7
人

　
　

お
便

り
（
そ

ら
ま

め
ー

る
）
：
3
回

配
布

・
令

和
元

年
度

開
設

以
降

の
病

児
保

育
事

業
の

検
証

の
た

め
、

利
用

者
へ

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

行
っ

た
。

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
を

徹
底

し
、

保
育

環
境

の
充

実
に

努
め

た
。

⑩
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

（
就

学
児

の
み

）
　

　
　

　
　

　
【
社

会
福

祉
課

】
2
8
4
人

6
7
8
人

6
8
4
人

3
9
4

会
員

数
：
2
3
7
人

　
（
お

願
い

会
員

：
1
0
5
人

、
ま

か
せ

て
会

員
：
1
1
9
人

、
両

方
会

員
：
1
3
人

）
活

動
回

数
：
7
3
0
件

　
　

　
交

流
会

：
延

期
　

　
　

講
習

会
：
2
回

主
な

利
用

：
習

い
事

等
へ

の
送

迎
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

終
了

後
の

預
か

り
な

ど
・
フ

ァ
ミ

サ
ポ

利
用

料
補

助
金

（
ひ

と
り

親
）
：
2
人

⑪
妊

婦
健

康
診

査
事

業
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
　

　
【
保

健
福

祉
課

】
2
,2

7
9
人

1
,9

8
1
人

1
,9

8
1
人

△
 2

9
8
人

母
子

健
康

手
帳

交
付

時
に

1
4
回

、
9
3
,0

0
0
円

分
の

妊
婦

健
診

助
成

券
を

交
付

し
県

内
産

婦
人

科
受

診
時

に
は

自
己

負
担

が
ほ

と
ん

ど
な

く
受

診
で

き
、

経
済

的
理

由
に

関
係

な
く
妊

婦
健

診
を

受
け

る
こ

と
が

出
来

る
体

制
と

な
っ

て
い

る
。

県
外

医
療

機
関

で
妊

婦
健

診
助

成
券

を
利

用
で

き
な

い
場

合
は

償
還

払
い

に
よ

り
負

担
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

母
子

健
康

手
帳

交
付

数
の

減
少

に
よ

り
提

供
量

が
減

少
し

て
い

る
。

7
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令
和

４
年

度
宍

粟
市

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

の
実

施
状

況
に

つ
い

て

■
教

育
・保

育
ニ

ー
ズ

（
令

和
４

年
７

月
末

現
在

）

令
和

４
年

度
計

画
令

和
４

年
度

実
績

4
月

1
日

7
月

3
1
日

(C
)

教
育

（
1
号

）
3
歳

児
（
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
）

2
9
人

2
7
人

2
7
人

0
人

教
育

（
1
号

）
4
-
5
歳

児
（
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
）

5
9
人

5
5
人

5
5
人

0
人

合
　

計
2
0
1
人

2
1
5
人

8
8
人

8
2
人

8
2
人

0
人

保
育

（
3
号

）
0
歳

児
（
保

育
所

、
認

定
こ

ど
も

園
）

2
4
人

7
2
人

1
6
人

3
3
人

3
3
人

0
人

保
育

（
3
号

）
1
-
2
歳

児
（
保

育
所

、
認

定
こ

ど
も

園
）

2
4
0
人

2
9
9
人

2
7
0
人

2
7
4
人

2
7
4
人

0
人

保
育

（
2
号

）
3
-
5
歳

児
（
保

育
所

、
認

定
こ

ど
も

園
）

4
1
5
人

5
8
3
人

5
4
1
人

5
4
9
人

5
4
9
人

0
人

合
　

計
6
7
9
人

9
5
4
人

8
2
7
人

8
5
6
人

8
5
6
人

0
人

事
業

名
令

和
４

年
度

の
実

施
状

況

　
【
７

月
末

在
籍

児
童

内
訳

】
　

　
公

立
幼

稚
園

　
 　

　
　

４
園

（
 2

6
人

）
　

　
公

立
こ

ど
も

園
  
　

　
　

３
園

（
 2

7
人

）
　

　
私

立
こ

ど
も

園
  
  
  
  
 ２

園
（
 2

9
人

）
　

　
　

　
合

計
　

　
　

　
　

　
　

9
園

（
 8

2
人

）
　

※
管

外
受

託
含

む
（
０

人
）

　
【
７

月
末

在
籍

児
童

内
訳

】
　

　
公

立
保

育
所

　
　

　
２

所
（
8
6
人

）
　

　
公

立
こ

ど
も

園
　

 　
３

園
（
1
6
2
人

）
　

　
私

立
保

育
所

　
　

　
８

所
（
5
0
8
人

）
　

　
私

立
こ

ど
も

園
　

 　
２

園
（
1
0
0
人

）
　

　
　

合
計

　
　

　
  
  
　

1
5
園

（
8
5
6
人

）
　

※
管

外
受

託
含

む
（
2
1
人

）

利
用

希
望

者 (D
)

利
用

定
員

（
B

)

園
所

児
童

数
（
D

)-
（
C

)
量

の
見

込
み

（
A

)

令
和

４
年

度
の

実
施

状
況

2
1
5
人

2
0
1
人

資
料

3
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令
和

４
年

度
宍

粟
市

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

の
実

施
状

況
に

つ
い

て

■
地

域
子

ど
も

・子
育

て
支

援
事

業
（
令

和
４

年
７

月
末

現
在

）

Ｒ
４

年
度

計
画

計
画

と
の

差

量
の

見
込

み
（
A

)
提

供
量

（
B

)
利

用
希

望
者

数
（
B

)-
（
A

)

①
利

用
者

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 【
保

健
福

祉
課

】
2
か

所
2
か

所
2
か

所
0
か

所

基
本

型
と

母
子

保
健

型
と

2
類

型
開

所
し

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

ま
で

母
子

保
健

や
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

等
と

連
携

を
取

り
な

が
ら

包
括

的
に

切
れ

目
な

く
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

基
本

型
は

、
子

育
て

専
門

員
に

よ
っ

て
子

育
て

に
関

す
る

相
談

や
子

育
て

情
報

の
提

供
を

行
い

、
母

子
保

健
型

は
、

特
に

支
援

が
必

要
な

母
子

に
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（
保

健
師

）
が

中
心

と
な

っ
て

支
援

の
調

整
等

行
っ

て
い

る
。

②
時

間
外

保
育

事
業

　
（
延

長
保

育
事

業
）
　

  
　

【
こ

ど
も

未
来

課
】

1
3
4
人

4
7
人

4
7
人

△
 8

7
人

認
可

保
育

所
７

所
・
こ

ど
も

園
５

園
実

利
用

人
員

4
7
人

/
延

べ
8
2
4
人

・
日

③
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

　
（
学

童
保

育
所

）
　

 　
　

　
【
こ

ど
も

未
来

課
】

2
5
9
人

4
0
4
人

4
0
4
人

1
4
5
人

公
立

1
1
所

…
3
3
0
人

（
定

員
4
4
0
人

）
私

立
２

所
…

7
4
人

（
定

員
7
6
人

）

④
子

育
て

短
期

支
援

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
保

健
福

祉
課

】
7
人

0
人

0
人

△
 7

人
必

要
な

事
例

が
あ

っ
た

場
合

に
事

業
の

利
用

が
出

来
る

よ
う

に
近

隣
の

市
町

に
あ

る
複

数
の

児
童

養
護

施
設

等
と

委
託

契
約

を
締

結
し

て
い

る
。

令
和

４
年

度
は

、
今

の
と

こ
ろ

は
利

用
実

績
は

な
い

。

⑤
乳

幼
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
保

健
福

祉
課

】
1
8
5
人

6
0
人

6
0
人

△
 1

2
5
人

保
健

師
に

よ
る

全
乳

児
を

対
象

と
し

た
訪

問
を

行
っ

て
い

る
。

市
外

へ
の

里
帰

り
等

の
た

め
、

市
内

に
い

な
い

乳
児

に
関

し
て

は
在

住
し

て
い

る
先

の
母

子
保

健
担

当
へ

依
頼

し
訪

問
を

行
っ

て
も

ら
う

体
制

と
な

っ
て

い
る

。
年

々
出

生
数

は
減

少
傾

向
に

あ
る

。

⑥
養

育
支

援
訪

問
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
保

健
福

祉
課

】
5
人

0
人

0
人

△
 5

人

必
要

な
事

例
が

あ
っ

た
場

合
に

事
業

の
利

用
が

出
来

る
よ

う
に

体
制

は
整

え
て

い
る

が
、

母
子

保
健

と
し

て
保

健
師

が
継

続
し

て
関

わ
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
訪

問
し

相
談

や
指

導
を

実
施

し
て

い
る

。
令

和
４

年
度

は
、

今
の

と
こ

ろ
利

用
実

績
は

な
い

。

事
業

名
令

和
４

年
度

の
実

施
状

況
令

和
４

年
度

実
績
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令
和

４
年

度
宍

粟
市

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

の
実

施
状

況
に

つ
い

て

■
地

域
子

ど
も

・子
育

て
支

援
事

業
（
令

和
４

年
７

月
末

現
在

）

Ｒ
４

年
度

計
画

計
画

と
の

差

量
の

見
込

み
（
A

)
提

供
量

（
B

)
利

用
希

望
者

数
（
B

)-
（
A

)
事

業
名

令
和

４
年

度
の

実
施

状
況

令
和

４
年

度
実

績

⑦
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　

　
【
保

健
福

祉
課

】
7
0
8
人

4
5
4
人

4
5
4
人

△
 2

5
4
人

市
内

4
か

所
の

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー
で

、
親

子
の

グ
ル

ー
プ

活
動

や
子

育
て

講
演

会
、

イ
ベ

ン
ト

、
子

育
て

相
談

等
を

実
施

し
親

同
士

の
交

流
を

促
進

す
る

こ
と

で
、

子
育

て
支

援
を

推
進

し
て

い
る

。
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
影

響
に

よ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
事

業
の

人
数

制
限

・
規

模
縮

小
等

を
せ

ざ
る

を
得

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。

⑧
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

在
園

児
対

象
）
　

【
こ

ど
も

未
来

課
】

6
,3

7
3
人

4
9
7
人

4
9
7
人

△
 5

,8
7
6
人

さ
つ

き
ラ

ン
ド

山
崎

　
2
8
2
人

（
実

人
数

4
人

）
さ

つ
き

ラ
ン

ド
河

東
　

2
1
5
人

（
実

人
数

3
人

）

⑧
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

在
園

児
以

外
）
　

【
こ

ど
も

未
来

課
】

1
,1

9
5
人

7
4
人

7
4
人

△
 1

,1
2
1
人

認
可

保
育

所
４

所
・
こ

ど
も

園
５

園
  
実

利
用

人
員

7
人

/
延

べ
7
4
人

日

⑨
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
　

  
  
  
　

【
社

会
福

祉
課

】
4
3
1
人

3
2
人

3
3
人

△
 3

9
9
人

利
用

登
録

者
：
3
6
人

　
　

お
便

り
（
そ

ら
ま

め
ー

る
）
：
２

回
配

布
・
利

用
者

か
ら

の
要

望
（
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

）
に

よ
り

保
育

開
始

時
間

を
1
5
分

繰
り

上
げ

し
た

。
　

（
変

更
前

）
8
：
0
0
～

1
8
：
0
0
　

（
変

更
後

）
7
：
4
5
～

1
7
：
4
5

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
を

徹
底

し
、

保
育

環
境

の
充

実
に

努
め

た
。

⑩
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

事
業

（
就

学
児

の
み

）
　

　
　

　
　

　
【
社

会
福

祉
課

】
2
7
5
人

1
5
9
人

1
6
1
人

△
 1

1
6
人

会
員

数
：
2
4
1
人

　
（
お

願
い

会
員

：
1
0
9
人

、
ま

か
せ

て
会

員
：
1
1
9
人

、
両

方
会

員
：
1
3
人

）
活

動
回

数
：
1
7
8
件

　
　

　
交

流
会

：
中

止
主

な
利

用
：
習

い
事

等
へ

の
送

迎
、

小
学

校
登

校
前

の
預

か
り

な
ど

・
フ

ァ
ミ

サ
ポ

利
用

料
補

助
金

（
ひ

と
り

親
）
：
1
人

⑪
妊

婦
健

康
診

査
事

業
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
　

　
【
保

健
福

祉
課

】
2
,1

8
4
人

5
6
1
人

5
6
1
人
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第２期宍粟市子ども・子育て支援事業計画等に関する 

中間年の見直しについて 
 

１．概要 
「第２期宍粟市市子ども・子育て支援事業計画（以下「本計画」という。）」は、令

和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間として定めています。 

この度の見直しは、国が示す見直しの考え方及び本計画「第１章 計画の策定にあたっ

て」「４.計画の期間」に基づき、計画と実績に乖離がある場合、計画の中間年度（令和

４年度）に数値の見直しを行うものです。 

見直しにあたっては、令和４年度に開催する「宍粟市子ども・子育て会議」にて委員

の皆様から御意見をいただきながら進めます。 

 

２．国が示す見直しに関する判断基準 
    

就学前の教育・保育 

（幼稚園・保育所等） 

令和3年４月１日時点の支給認定ごとの子どもの「実績

値」と計画における「量の見込み」が、10％以上乖離し

ている場合、見直しが必要とされている。 

地域子ども・子育て支援事業 

（13事業） 

 各事業の実施状況や利用状況が、計画における「量の

見込み」と比較して大幅な乖離（概ね10％以上の乖離）

が生じている場合、見直しが必要とされている。 
   

※ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により、平常時の実績の想定が困難であって、令和４

年度に中間見直しが必要かどうかの判断ができない場合は、令和５年度以降に必要に応じて実施して

も問題ない。 

 

３．見直しの対象とした事業 
    

●就学前の教育・保育（幼稚園・保育所等） 

●地域子ども・子育て支援事業 

 ①放課後児童健全育成事業（学童保育事業） 

 ②病児・病後児保育事業 

 ③ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ） 

 

４．推計児童数の算出方法 
    

  児童数は、コーホート変化率法を用いて算出しています。過去の実績人口の動勢か

ら変化率を求め、将来人口を推計する方法です。（裏面の推計児童数一覧を参照） 

 この算出数値をもとに実態に合わせて各数値の見直しを行っています。 

 

５．中間見直しスケジュール 
    

年 月 中間見直し作業 

令和４年６月～７月 
教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業（13事業）

の「量の見込み」及び「確保」の見直し作業 

令和４年８月23日 子ども・子育て会議【中間見直し案】 

令和４年９月～10月 県による計画の内容確認及び調整 

令和４年11月～令和５年３月 子ども・子育て会議【計画見直し後、本会議への付議】 

令和５年４月 計画（改訂後）施行 

 

資料４ 
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推計児童数（コーホート変化率法による）

１歳区切り

合計 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年

0歳 196 193 187 166 150 161 155 149 144 139

1歳 219 193 207 189 180 156 167 161 155 149

2歳 256 220 200 214 193 184 159 171 165 159

3歳 268 261 221 195 211 192 183 159 170 164

4歳 249 259 259 219 200 210 191 182 158 169

5歳 302 251 261 258 221 201 211 192 183 159

6歳 309 300 247 257 256 219 199 208 189 181

7歳 297 308 302 244 257 255 218 198 208 189

8歳 306 298 308 298 245 257 255 218 198 208

9歳 353 307 302 308 296 246 257 256 218 199

10歳 318 349 304 299 312 295 244 256 255 217

11歳 342 319 350 302 299 312 295 244 256 254

12歳 350 338 317 351 302 298 311 294 243 255

実績 推計
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第２期宍粟市子ども・子育て支援事業計画中間見直し（案） 

 

第２期宍粟市子ども・子育て支援事業計画において、「量の見込み及び確保の内容」

の見直しを行う事業については、次のとおりです。 

本計画の本文 P44～P48に記載のある数値見直しです。 

 

表中 令和２年度～令和４年度：上段が当初計画数値、下段が【実績数値】 

 令和５年度～令和６年度：上段が見直し数値、下段が（当初計画数値） 

 

 

 

 

   

●幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育 

■教育ニーズ（１号認定・２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強い））： 

 

「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（単位：人） 

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 
236 

【142】 

231 

【107】 

201 

【88】 

83 

 (195) 

81 

 (196) 

②確保の内容 幼稚園、認定こども園 
236 

【236】 

231 

【215】 

201 

【215】 

230 

 (195) 

175 

 (196) 

② －① 94 108 127 147 94 

 

■保育ニーズ（２号認定（保育の利用希望が強い））： 

「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（単位：人） 

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
505  

【589】 

445  

【568】 

415  

【541】 

516 

(404) 

500 

(406) 

②確保の内容 保育所、認定こども園 
505  

【592】 

445  

【588】 

415  

【583】 

562 

(404) 

557 

(406) 

② －① 3 20 42 46 57 

 

  

R2 年度～R4 年度 R5 度～R6 年度 

当初計画数値 

【 実績数値 】 

見直し数値 

（ 当初計画数値 ） 

中間見直し後の計画数値 

※R4 年度については、R4.7 月末現在の実績である。 
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■保育ニーズ（３号認定）：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

（単位：人） 

項 目 
令和２年度 令和３年度 

０歳 １・２歳 保育利用率 ０歳 １・２歳 保育利用率 

① 量の見込み 
25  

【23】 

233  

【297】 
68.1％ 

【64.3％】 

25  

【23】 

240  

【290】 
67.5％ 

【66％】 ②確保の内

容 

保育所、認定こども園 
25  

【72】 

233  

【310】 

25  

【72】 

240  

【304】 

地域型保育事業 0 0 0 0 

②－ ① 49 13  49 14  
 

項 目 
令和４年度 令和５年度 

０歳 １・２歳 保育利用率 ０歳 １・２歳 保育利用率 

① 量の見込み 
24 

【16】 

240 

【270】 
68.4％ 

【70.9％】 

17 

(23) 

246 

(231) 
72.2％ 

(72.5％) ②確保の内

容 

保育所、認定こども園 
24 

【72】 

240 

【299】 

72 

(23) 

290 

(231) 

地域型保育事業 0 0 0 0 

② －① 56 29  55 44  
 

項 目 
令和６年度 

０歳 １・２歳 保育利用率 

① 量の見込み 
16 

(22) 

235 

(222) 
71.9％ 

(77.4％) 
②確保の内容 

保育所、認定こども園 
69 

(22) 

277 

(222) 

地域型保育事業 0 0 

② －① 53 42  

 

※保育利用率…３歳未満の子どもの数全体に占める、３号認定の利用定員数の割合 

令和２年度 ３歳未満児童数 594 人 

令和３年度 ３歳未満児童数 569 人 

令和４年度 ３歳未満児童数 523 人 

令和５年度 ３歳未満児童数 501 人 

令和６年度 ３歳未満児童数 481 人 

 

＜見直しの理由＞ 

当初計画の数値と実績の数値に 10％以上の乖離があるため。 

 

＜見直しの方法＞ 

 ①量の見込み＝「推計児童数」×「令和４年４月１日の支給認定割合」 

 ②確保の内容＝「幼稚園、保育所、認定こども園の利用定員数」 
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●地域子ども・子育て支援事業 

③ 放課後児童健全育成事業（学童保育事業） 

（単位：実人数／年） 

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 

１年生 
101 

【129】 

105 

【142】 

105 

【137】 

132 

（89） 

121 

（78） 

２年生 
98 

【117】 

82 

【107】 

85 

【126】 

122 

（85） 

112 

（72） 

３年生 
51 

【97】 

50 

【94】 

42 

【81】 

78 

（43） 

72 

（43） 

４年生 
21 

【40】 

21 

【44】 

21 

【41】 

39 

（17） 

36 

（18） 

５年生 
5 

【9】 

5 

【13】 

5 

【24】 

23 

（5） 

21 

（4） 

６年生 
1 

【7】 

1 

【5】 

1 

【8】 

7 

（1） 

7 

（1） 

合計 
277 

【399】 

264 

【405】 

259 

【417】 

401 

（240） 

369 

（216） 

②確保の内容 
277 

【516】 

264 

【516】 

259 

【516】 

516 

（240） 

516 

（216）  

②－ ① 117 111 99 115 147 

＜見直しの理由＞ 

児童数の実績が、低学年、高学年共に計画を上回っており、数値の開きがあるため。 

 

＜見直しの方法＞ 

①量の見込み＝「推計児童数」×「令和４年４月１日時点の利用割合」 

 ②確保の内容＝「学童保育所の利用定員数」 
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⑤ 病児・病後児保育事業 

（単位：延べ人数／年） 

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
476 

【57】 

454 

【158】 

431 

【32】 

117 

（416） 

112 

（409） 

②確保の内容 
476 

【57】 

454 

【158】 

431 

【32】 

117 

（416） 

112 

（409） 

②－① 0 0 0 0 0 

＜見直しの理由＞ 

計画策定時に見込んだ計画値と実績値に 10％以上の乖離があるため、実態に合わせて計

画値を見直す。 

  計画策定時におけるニーズ調査において病児・病後児保育を利用したいと回答された方

が多かったことから計画値は高い数値であったが、実際の利用数は想定より低い。 

＜見直しの方法＞ 

  病児保育室の開設年度（令和元年度）以降の年度ごとに人口に対する利用実績の割合を

計算し、その割合の最大値及び平均値を人口推移にかけ合わして今後の量の見込み及び確

保の内容を算出したところ、実態とは離れた数値であったため、利用実績割合の高い上位

２か年の平均値を採用し、算出した。 

 

⑭ ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ） 

（単位：延べ人数／年） 

項 目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
299 

【366】 

284 

【678】 

275 

【159】 

545 

（262） 

518 

（244） 

②確保の内容 
299 

【366】 

284 

【678】 

275 

【159】 

545 

（262） 

518 

（244） 

②－① 0 0 0 0 0 

＜見直しの理由＞ 

計画策定時に見込んだ計画値と実績値に 10％以上の乖離があるため、実態に合わせて計

画値を見直す。 

令和３年度に突出して実績が多かった理由については、山崎小学校の学童保育所が定員

を上回り、溢れた児童が城下小学校及び山崎西小学校の学童保育所を利用されたため、そ

の送迎にかかるニーズが多かったことによる。 

＜見直しの方法＞ 

  令和元年度以降の年度ごとに人口に対する利用実績の割合を計算し、その割合の最大値

及び平均値を人口推移にかけ合わして今後の量の見込み及び確保の内容を算出したところ

実態とは離れた数値であったため、利用実績割合の高い上位２か年の平均値を採用し、算

出した。 
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